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１．計画の目的 

 本町は、平成１７年２月１日に４町（旧芸北町、旧大朝町、旧千代田町、旧豊平町）が合併して北広

島町として誕生した。 

現町域内には芸北地域に浄寿苑、千代田地域に慈光苑、豊平地域に光寿苑の３つの火葬場が設置され

ているが、いずれも小規模のうえ光寿苑を除き設置後３０年以上が経過していることから施設全般に老

朽化が進んでいる。特に、千代田地域火葬場慈光苑については、再燃焼炉などの施設も無く、黒煙や臭

気の発生が見られ、周辺環境に影響を及ぼすようになっている。 

今後、高齢化社会への移行に伴い火葬件数の増加が予想される中で、火葬場整備の必要性はますます

重要になってくる。 

現在、本町域では、千代田地域の火葬場が、最も老朽化が進んでおり、最も火葬件数が多く整備に緊

急をようすることから、千代田地域の火葬場の整備を計画する。 

計画の策定にあたっては、適正な火葬業務の遂行と、同時に周辺環境との調和及び環境汚染防止を考

慮し、従来の火葬場のイメージを払拭した無煙、無臭等、無公害及び短時間で火葬可能な設備を導入し

た最新の施設を計画する。 

 

２．現況把握 

２－１ 地域の概要 

 位置・地勢 

 本町は，広島県の北西部である芸北地域のほぼ中央部に位置し、中国地方の広がりの中でみると、

その中央部に位置する地域である。本町の北及び西は、中国山地の稜線が連なり、それを境に島根

県と接し、東は安芸高田市、南は広島市や安芸太田町が位置している。 

 また、行政区域の面積は、645.86㎞²(芸北地域 253.63㎞²、大朝地域 90.50㎞²、千代田地域 171.07

㎞²、豊平地域 130.66㎞²)であり、山県郡全体のおよそ２／３を占め、広島市(741.75㎞²)に近い規

模となる。 

 本町における主要な道路網としては、

中国縦貫自動車道と中国横断自動車道

広島浜田線、一般国道 186号、191号、

261 号、433 号などが通り、インター

チェンジが２箇所設置されるなど、山

陰山陽の中間地点における交通の要衝

となっている。 

 さらに、広島都市圏に接しているこ

とや交通条件、そして地域資源の活用

などによって、観光・レクリエーショ

ンエリアとして、都市部との交流が多

い地域である。 

 

                             図１ 位置図 
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２－２ 人口の推移 

 本町の人口は平成 12年現在 21,929人で、山県郡全体(31,110人)の約７割(70.5％)を占めている。 

人口の推移をみると、減少傾向が続いており、最近 10年間(平成２年から 12年)でみると、997人、

率にして 4.3％の人口減少となっている。 

 町の平成 12年の年少人口(０～14歳)比率は 13.5％、生産年齢(15～64歳)人口比率は 54.6％、老

年人口(65歳以上)比率は 31.8％である。これを広島県、全国の平均と比較すると、年少人口比率は

約 1.1～1.4 ポイント、生産年齢人口比率は約 12～13 ポイント低く、老年人口比率は 13.3 ポイン

ト以上上回っている。また、その推移をみると、年少人口比率、生産年齢人口比率は減少傾向にあ

り、老年人口比率は増加傾向にあり、少子・高齢化が進んでいるものと推察される。 

 

図２ 新町の人口と世帯数の推移 

 

図３ 新町の年齢３区分別人口構成の推移と比較 

 

資料：国勢調査 
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２－３ 既存施設の概要 

 

（１）施設の状況 

 町域内に既存する火葬場は表２－１に示すように３箇所設置されている。 

 いずれの施設も合併以前のものであり、小規模のうえ豊平地区を除き、設置後３０年以上が経過して

いることから施設設備全般に老朽化が進んでおり、さらに火葬炉設備については、平成１２年３月に厚

生省（現厚生労働省）が示した「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」に示された望ま

しいとされる排出ガス基準値が守られるような炉構造や環境汚染防止設備がされていないことから、黒

煙や臭気の発生が見られており、周辺環境に影響を及ぼすようになっている。 

 なお、建物施設についても、十分な待合施設の設置もされていないことから、地域住民に大変不便を

かけているのが現状である。 

 

表２－１ 既存施設の概要 

施設名 設置場所 
設立 

年月 

経過 

年数 

火葬 

炉数 
炉型式 備考 

浄寿苑 細見（芸北） 昭和 51年 3月 ３２年 １基 台車式 S62改築 

慈光苑 春木（千代田） 昭和 45年 8月 ３８年 ２基 台車式  

光寿苑 戸谷（豊平） 平成 9年 12月 １０年 １基 台車式 増設１基可 

紫光苑 邑南町 平成 5年 10月 １４年 ２基 台車式 町域外に存在 

 

（２）火葬取扱い件数について 

 既存火葬場における火葬取り扱い件数は表２－２のようになっている。 

 これによると、全体では年ごとの統一性はなく、バラツキがみられる。 

 慈光苑（千代田地域）のここ５年間の実績では、平成１６年度が最も多く１３９件の火葬件数となっ

ている。最も少ないのは平成１４年度の１１２件である。月あたりでは、最も多いのが平成１７年度の

１月が１７件の取扱いがあり、最も少ないのが、平成１５年度の９月が２件の取扱い件数となっている。

また、５年間の平均火葬件数は１２４件であり、平均稼働日数は１０３日となっている。１日あたりで

みると、最大取扱い件数は４件となり、２件以上取扱う日が、５年間で８８日ある。 

 

表２－２ 火葬取扱い件数実績（件） 

年 度 浄寿苑（芸北） 慈光苑（千代田） 光寿苑（豊平） 紫光苑（大朝） 合 計 

平成１４年度 ４６ １１２ ６９ ４８ ２７５ 

平成１５年度 ４４ １１８ ７５ ５２ ２８９ 

平成１６年度 ４２ １３９ ６２ ４３ ２８６ 

平成１７年度 ４４ １２３ ６６ ６０ ２９３ 

平成１８年度 ３５ １２９ ８１ ５３ ２９８ 
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表２－３ 慈光苑（千代田地域）火葬取扱い件数実績（件） 

年

度 

   月 

項目 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 

平
成
１
４
年 

火葬件数 8 11 7 3 9 9 8 11 10 11 12 13 112 

稼動日数 8 11 7 3 8 7 8 9 9 9 7 10 96 

２件／日 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 8 

３件／日 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 

平
成
１
５
年 

火葬件数 6 15 8 12 7 2 10 14 12 12 11 9 118 

稼動日数 4 12 8 8 6 2 8 12 10 10 10 6 96 

２件／日 2 1 0 2 1 0 2 2 2 2 1 0 15 

３件／日 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

４件／日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

平
成
１
６
年 

火葬件数 14 12 13 16 13 12 8 9 13 8 8 13 139 

稼動日数 10 9 12 13 9 11 6 7 12 7 8 9 113 

２件／日 4 1 1 3 4 1 0 2 1 1 0 2 20 

３件／日 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

平
成
１
７
年 

火葬件数 10 11 6 7 12 10 10 9 9 17 16 6 123 

稼動日数 7 10 6 7 10 7 9 8 7 14 12 6 103 

２件／日 1 1 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 10 

３件／日 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5 

平
成
１
８
年 

火葬件数 11 9 7 12 6 9 10 8 12 13 16 16 129 

稼動日数 10 9 7 10 6 8 8 6 12 11 11 12 110 

２件／日 1 0 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 12 

３件／日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

４件／日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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３．必要火葬炉数の算定 

３－１ 規模算出目標年次 

 火葬場の必要規模を算出するにあたっては、将来の人口動態、火葬炉設備の耐用年数等を考慮して目

標年次を決める必要がある。 

 さらに、施設を建設する場合に、通常の稼動が実施されるまでの準備期間（基本計画の策定、炉設備

の選定、建築基本設計・実施設計、工事施工期間等）も考慮する必要がある。 

 このような状況から、規模算出目標年次は、稼動予定準備期間を１ヵ年（平成２０年稼動）とし、火

葬炉設備の耐用年数は１６年、建物（その他）は３６年とする。（減価償却資産の耐用年数等に関する

省令 昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号） 

 これらの条件から規模算出目標年次を平成３７年とする。 

 

３－２ 人口予測 

 人口予測にあたっては、長期計画等で予測される人口とすることが、他の計画との整合性がとれるこ

とから最も適切であるが、本計画においては、人口予測において最も信頼性のある国立社会保障人口問

題研究所の「日本の市区町村別将来推計人口」（平成１５年１２月推計）で示されている全国市町村別

の人口予測値を用いることとする。（表３－３参照） 

 

表３－１ 人口予測（千代田地域） 

年  度 人口予測（人） 増加（減）率 

現況 平成１７年度  １０，６７９ １００．０ 

将
来
予
測
値 

平成２２年  １０，４７５ ９８．１ 

平成２７年  １０，１４０ ９５．０ 

平成３２年  ９，７５１ ９１．３ 

平成３７年  ９，３３９ ８７．５ 

平成４２年  ８，９３４ ８３．７ 

 

表３－２ 人口予測（北広島町全体） 

年  度 人口予測（人） 増加（減）率 

現況 平成１７年度 ２１，２９７ １００．０ 

将
来
予
測
値 

平成２２年  ２０，３６７ ９５．６ 

平成２７年  １９，３７０ ９１．０ 

平成３２年  １８，３２１ ８６．０ 

平成３７年  １７，２９１ ８１．２ 

平成４２年  １６，３０９ ７６．６ 

※出典：国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」 
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表３－３ 全国市町村別の人口予測値 

 

    ※出典：国立社会保障人口問題研究所「市区町村別・男女 5歳階級別将来推計人口」 
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表３－４ 全国市町村別の人口予測値 

 

    ※出典：国立社会保障人口問題研究所「市区町村別・男女 5歳階級別将来推計人口」 
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３－３ 死亡率・死亡者数予測 

 死亡者数については、北広島町で予測されているデータがないことから、国立社会保障人口問題研究

所の「日本の将来推計人口」で予測されている数値を用いて予測する。 

 「日本の将来推計人口」によると、平成１７年における全国平均では、0.87％であった。一方、当該

地域の死亡率は 1.15％となっており、全国平均よりかなり高い状況になっており高齢化が進んでいるも

のと推察される。 

 なお、高齢化が進むにつれ、ますます死亡者数（死亡率）は増加することが考えられる。将来死亡率

数は、国立社会保障人口問題研究所の「日本の将来推計人口」で推計されている男女別年齢別人口と仮

定された男女別年齢別死亡率（１－生残率）を用い、以下により算出することとした。その結果が表３

－４である。 

 算出目標年次である平成３７年では、年間で１４３人の死亡者数が出ると予測される。 

（手順１） 

  基準年次（ｔ年）の男女別年齢別人口をもとに、その年から５年後までの年齢別死亡率（１－生残

率）を用いて、ｔ年～ｔ＋５年における男女別年齢別死亡者数を求める。 

  例： 

（手順２） 

  手順１で得られた死亡者数は５年間の死亡者数であるため、５で除することにより５年間の年間平

均死亡者数を求める。 

 

表３－５ 死亡者数予測（千代田地域） 

年  次 
死亡者数 

予測（人） 

現況 平成１７年度 １２３ 

予 

測 

値 

平成１７～２２年 １４１ 

平成２２～２７年 １４２ 

平成２７～３２年 １４３ 

平成３２～３７年 １４３ 

        ※５年間の平均死亡者数 

 

表３－６ 死亡者数予測（北広島町全体） 

年  次 
死亡者数 

予測（人） 

現況 平成１７年度 ２９１ 

予 

測 

値 

平成１７～２２年 ３３２ 

平成２２～２７年 ３３２ 

平成２７～３２年 ３２１ 

平成３２～３７年 ３００ 

         ※５年間の平均死亡者数 
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表３－７ 国立社会保障人口問題研究所による将来死亡率予測 

 

※参考：国立社会保障人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成 19年 5月推計）の仮定値表 
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３－４ 必要火葬炉数の算定 

 火葬場で必要とする火葬炉数について、以下に算定する。 

 

（１）算出方法 

 必要火葬炉数の算出方法は、次による。 

①計算式 

 計算式は、厚生省監修「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（平成１４年、日本環境斎苑協会）に

記載されている算出方法に準拠する。 

 

必要炉数 ＝ 
集中日の火葬件数 

 
１基１日当たりの平均火葬数 

 

     

＝ 
（日平均取扱件数）×（火葬集中係数） 

１基１日当たりの平均火葬数 

 

  ＝ 
（年間の火葬件数）÷（稼動日数）×（火葬集中係数） 

１基１日当たりの平均火葬数 

②係 数 

 計算式に使う係数は、次のように設定する。 

 

 ａ．年間の火葬件数 ＝ 予想死亡者数 

  前記表３－４で予側した人口動態予測の死亡者数を設定値とする。 

 

 ｂ．稼動日数 ＝ １０４日 

  今回の計画では、慈光苑における至近５年間の実稼動日数の平均とし、年間１０４日を稼働日数と

して設定する。 

 

 ｃ．火葬集中係数 ＝ ２．０ 

  火葬集中係数は、「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（平成１４年、日本環境斎苑協会）の中で、

小規模火葬場では 2.0～2.25、中規模火葬場では 1.75～2.0、大規模火葬場では 1.5～1.75の範囲で設

定しても支障ないと判断されると記載されている。したがって、本計画では小規模火葬場の 2.0を用

いることとする。 

 

 ｄ．１基１日当りの火葬件数 

  現施設の稼動実績・火葬習慣・火葬炉の機能及び耐久性等を考慮して１基１日当りの火葬件数につ

いて設定を行う。 

  火葬炉の稼動効率や火葬件数が多い状況を考慮して、１基１日の稼動数は 2.0回（件）として設定

する。 
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（２）必要炉数の算出 

 必要火葬炉数については、前記したように「火葬場の建設・維持管理マニュアル」に示されている試

算式を用いて算出する。 

 ①規模算出時人口（平成３２年予測人口） ： ９，３３９人 

 ②規模算出時死亡率（前記計算から）    ：   １．５３％ 

 ③規模算出時死亡者数（前記計算から）  ：   １４３人 

 

 ④火葬集中係数＝２．０ 

  前記したように２．０を火葬集中係数として設定する。 

 

 ⑤施設稼動日数＝１０４日 

  前記したような考え方から１０４日を設定する。 

 

 ⑥１基１日当りの火葬件数＝２．０件とする。 

  火葬炉効率及び受付けの可能数、火葬炉の機能等から、火葬炉１基１日当りの稼動回数を前記した

ように３．０回（件）として設定する。 

 

［必要火葬炉数］ 

 ①規模算出目標年次における年間火葬件数 

  年間火葬件数＝規模算出時死亡者数＝１４３件 

 

 ②集中日の火葬件数 

  １４３件÷１０４×２．０≒３．０件／日 

 

 ③必要基数 

  ３．０件／日 
＝ １．５基  ≒  ２基     

２．０件／炉・日 

 

 以上のように、規模算出目標年次である平成３７年までには、２基火葬炉が必要と算出された。 

 なお、火葬炉の機能の維持の為に定期的な修理補修を行うことが必要であり、修理補修期間中の機能

維持の為に、予備炉を１基設置することが望ましいと考える。 
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４．既設火葬場の課題 

 現況把握の「既存施設の概要」をふまえ、北広島町内の３箇所の既設火葬場及び邑南町火葬場紫光苑

について、課題を抽出する。 

 

（１）浄寿苑（芸北地域） 

    

 

［課 題］ 

  昭和６２年に改修工事を行っているが、建設後３１年が経過しており、建物、火葬炉共に老朽化が

進み、火葬炉は耐用年数を越えている。 

 

（２）慈光苑（千代田地域） 

  

 ［課 題］ 

    建設後３７年が経過しており、建物、火葬炉共に老朽化が進み、建物・火葬炉は耐用年数を越

えている。 
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（３）光寿苑（豊平地域） 

   

  ［課 題］ 

    建設後９年であり、比較的新しい施設であるが、火葬炉が１基のため修理補修期間の機能維持

の為、代替施設が必要とされる。 

 

（４）紫光苑（邑南町） 

  

 ［課 題］ 

    平成５年に建てられた新しい施設で、現時点での課題はないものの、大朝地域の火葬を実施し

ていることから、建物の更新時には、その取扱等、将来的な課題が予想される。 

 

①施設の老朽化 

 一般的に、火葬設備の耐用年数は１６年、建物（その他）は３８年とされていますが、（減価償却資

産の耐用年数等に関する省令 昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）平成９年建設の豊平地区（築

年数８年）を除き、本町内にある火葬場は昭和５０年代以前に建設されている。 

 これらの火葬場は築年数３０数年を経過し、火葬設備の耐用年数を超えており、千代田地区において
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は、昭和４５年に建設されたもので築３６年が経過するため、新たな火葬場の建設が必要である。 

②技術の高度化 

 近年は、コンピューター技術に代表されるように多くの技術が従来と比べ飛躍的に進歩している。こ

のような技術水準の向上に連動して、関連する様々な技術水準や規制も、より高度なものに移行してい

る。また、火葬炉や建築施設、火葬システムや火葬技術についても例外ではなく、自動化や無公害化な

ど、近年の技術進歩や厳しい規制に対応した施設の整備が必要である。 

③運営の効率化 

 既存の火葬場は千代田地区で２炉、その他の地区は１炉と小規模なものである。このような火葬場に

おいては、日に１件の利用でも炉の立ち上げ・立ち下げを行わなければならず、また、１炉の火葬場に

おいては、火葬者が一日に集中した場合は対応できない状況になっている。 

 これまで行ってきた火葬業務について、物的資源、人的資源の集約や作業の平準化による効率的な運

営が必要である。 

④イメージの変化 

 従来の火葬場は、まちはずれの目立たないところに設置され、暗くマイナスのイメージを与えるいわ

ゆる迷惑施設の代表であった。しかし、近年においては、施設は明るく清潔感のあるものになっており、

みんなが集う公園のように憩える場所として整備することが望ましい。 
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５．千代田地域火葬場の建設計画 

５－１ 火葬場建設の基本的な考え方 

芸北地域、豊平地域については、既存の火葬場設備が当面の間は使用できる為、継続して使用する。

また、大朝地域については、邑南町と共同利用している状況があり、施設の耐用年数までは共同利用を

継続する。従って、北広島町全体としての火葬場整備は将来的な課題である。 

しかし、千代田地域の火葬場については、最も老朽化が進んでおり、最も火葬件数も多く整備に緊急

をようすることから、千代田地域の火葬場は現在地での整備を行う。 

火葬場は、人生において最終的な儀礼が執り行われる場所であり、住民との深い関りを持つ社会的に

必要不可欠な施設の一つである。このため、火葬場施設の建設計画に当っては、住民に違和感を抱かせ

ない明るい施設づくりを心掛ける必要があり、さらに地域の特性を取り入れ、住民が利用しやすい適正

な場所を選定し、かつ周辺環境との調和あるいは環境保全上の対策を十分考慮しなければならない。 

 

（１）施設整備計画 

 ①従来の火葬場が持つ暗いイメージを払拭した清潔感のある明るい施設づくりを行う。 

 ②厳かな儀式の場である火葬場の機能を優先しつつ、地域住民や広く町民に親しまれる場とする。 

 ③特定の宗教的要素を有しない施設とし、地域の持つ伝統的な葬送習俗を尊重した計画とする。 

 ④身体障害者及び高齢者に配慮し、安全で使いやすい施設設備づくりを心掛ける。 

 

（２）環境保全計画 

 ①周囲の自然環境と調和した植栽等を行い、環境保全に配慮する。 

 ②建物は、敷地周囲の緩衝緑地などにより、外部からの視線に配慮した計画とする。 

 ③火葬炉には、ダイオキシン対策として防塵装置等を設置し、ばい煙や臭気の発生を抑制する。 

 

（３）既存施設の活用 

 ①町内に既存する火葬場については、町民が既存施設の利用を希望し、且つ施設の修繕によって継続

して稼動できる場合には稼動できる施設として位置づける。 

 ②廃止した施設は、厚生労働省のガイドラインに従って適正に解体し、それぞれの地域事情に応じて

新たな土地利用を図る。 

 

（４）適正な場所の選定を行う 

 用地の選定にあたっては、町民の意向や町民との協議を重視し、数ヶ所の候補地を選定し、自然環境、

社会環境、経済条件、交通条件、今後の市街化動向や周辺の土地利用等を勘案し、最適な用地を選定す

る。 

 

５－２ 機能の検討 

 火葬場は一般的に次の４つの機能により構成されている。本施設では、①火葬機能、②待合機能、④

管理機能の３つの機能を整備する。③式場機能については、官民の役割分担を考える中で、官が葬儀自

体を直接行うことは、政教分離の原則から不適切であり、式場施設を貸し出して施設使用料を徴収する

運営形態では、投資した建設費に対して十分な経済効果を得ることができないと考える。したがって、

本町では葬儀に関しては民間活力を活用し、式場機能の導入については今後の検討課題とする。 
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①火葬機能：告別、火葬、収骨を行う。            

 ②待合機能：火葬が行われている間、会葬者が待ち合わせる。  

 ③式場機能：通夜、葬儀を行う。 

④管理機能：事務、管理を行う。 

 

図 4 火葬場の機能 

火 葬 場 

火葬機能 待合機能 式場機能 管理機能 

玄関ホ－ル 

告別室 

炉前ホール 

収骨室 

火葬作業室 

  など 

待合室 

湯沸室 

  など 

式場 

僧侶等控室 

遺族控室 

業者控室 

  など 

事務室 

収納室 

  など 

 

５－３ 施設の検討 

 火葬場を建設するにあたり、火葬場施設内での葬送の行事が支障なく合理的に行われ、会葬者の状況、

会葬時間、待合の方法（風俗、習慣など）等を考慮して計画されなければならない。 

 本地域の火葬場建設計画に当っては、現状の葬儀習慣と建設地の立地場所及び需要動向の予測などを

考慮した上で、火葬施設、待合施設及び管理施設をより経済的な形式で設置する。 

 

（１）火葬機能 

 

 ①ポーチ及び玄関ホール（エントランスホール） 

 ポーチ及び玄関ホールは、会葬者が火葬施設のうちで最初に接する場所であり、施設のイメージを大

きく左右するものと考えられるので、明るく厳かなイメージを与えるよう計画する。 

 なお、ポーチは本来、降雨、降雪時になどに会葬者及び柩がぬれることがないようにするためのもの

であることから、できるだけスペースを広くとることが必要と考えられる。 

 玄関ホールは、施設を代表する場所であり、明るいイメージ与えるとともに厳かな雰囲気を漂わせる

空間となることが望まれる。また、会葬者が施設へスムーズに出入りできるよう適切な広さを確保する

必要がある。 

 

 ②告別室（炉前ホール兼用） 

 告別室は、火葬前に柩を安置し、焼香して最後の別れを行う火葬場で最も重要な場所である。そのた

め、別れの場にふさわしい厳かで落ち着いた空間設計と、火葬者全員がゆとりを持って集まることので

きるスペースを確保する必要がある。また、異なる会葬者の同時使用は避け、華美になったり特定の宗

教、宗派の様式に偏らないように配慮しなければならない。 

 

 ③炉前ホール 

 炉前ホールは、火葬炉へ柩を納めることを確認するスペースであり、柩台車及び収骨台車を炉前に運
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搬、移送するため、これらの作業がスムーズに行えるよう十分なゆとりある空間を確保する。また、炉

前ホールへの出入りについては、喪主など限られた人が入る形式を想定し計画を立てる。 

 

 

 ④収骨室（炉前ホール兼用） 

 収骨室は焼骨を骨壷に収める「骨あげ」を行う場所であり、日本の葬送行為の特徴である。遺族との

最後の対面となるため、それにふさわしい空間と雰囲気を持つとともに、十分な換気ができる設備が必

要である。 

 

 ⑤火葬作業室 

 火葬作業室は、騒音、粉じん、温度等に配慮し、良好な作業環境を確保する。また、職員の作業動線

が必要以上に複雑にならないように考慮する。 

 火葬作業は、一般的に比較的高い温度と騒音の中で長時間行われる作業であるため、十分な採光、換

気を行い明るく清潔な空間とし、職員の健康管理の面から隣接した場所に休息のとれるスペースを確保

することが望ましい。 

 

（２）待合機能 

 

 ①待合室 

 待合室は告別後、火葬が終了するまでの間、会葬者が一時的に休息を行う場所である。合併後の新町

は広い行政区域になっていること、近年では火葬時間が１時間前後と短くなっていることから、待合室

を利用する会葬者が増えると考えられる。 

 また、火葬間、遺族及び会葬者のプライバシーの面に配慮し、会葬グループ毎に集まることができる

よう、１室が十分な広さを持ち、会葬者数に柔軟に対応できるように、間仕切り等により容易に空間の

調整ができるようにする。 

 

 ②湯沸室 

 待合室に付属する利便施設として、また、会葬者が食事の際、湯茶を飲むことが考えられるため、湯

沸室を設置する必要がある。 

 

（３）管理機能 

 

 ①事務室 

 事務室は施設全体の管理と火葬利用手続きを行うため、会葬者にとって事務所の位置が明確に分かる

場所に配置するとともに、玄関ホール等が見渡せ、会葬者の出入りや葬送の動きが把握できる場所に配

置する必要がある。 

 

 ②収納庫 

 収納庫は日常的に使用する焼香用具や炉や台車の付属品・補修用具等の火葬・葬送用具等を収納する

場所であり、できる限り余裕のある空間を確保することが望ましい。 
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５－４ 施設規模の検討 

 火葬場施設の構成及び施設内容を踏まえ、本計画における火葬場敷地の必要面積について試算する。 

 火葬場施設の必要面積は、厚生省監修「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（平成１４年、日本環

境斎苑協会）で示されているが、既存施設のある敷地での建設であるため、本計画の火葬場で必要とす

る建築物の各室の必要面積と、駐車場、緩衝緑地等は現在地の敷地を勘案し試算を行う。 

 なお、本計画の建設施設は、火葬機能、待合機能、管理機能の３つを持つことから、それぞれについ

て規模を試算する。 

 

（１）建築物面積 

 本計画で建設する建物施設の必要面積については、表５－１により試算したところ次のとおりとなっ

た。 

 試算によると、延べ床面積で２９８㎡が必要となる。 

   火葬部門面積       １６７．０㎡ 

   待合部門面積       １２０．４㎡ 

   管理部門面積        １０．２㎡ 

合計延べ床面積      ２９７．６㎡ 

 

（２）主要施設の規模（参考） 

 

 ①告別室・収骨室 

 告別室は、同一時間帯の告別数（受付件数）と同数が必要である。また、告別と収骨は１対１に対応

することから収骨室は告別室と同数必要となる。通常、施設の効率的運営の観点から告別室と収骨室は

火葬炉３基に１室程度の割合で設置される。 

 

  １会葬当り会葬者数：３５人 

  １人当り占有面積：１．３～１．５㎡ 

 ［告別室（収骨室）規模］１．３～１．５㎡×３５人×１室＝４５．５～５２．５㎡ 

 

 ②待合室 

 待合室は、同一時間帯の稼動炉と同数が必要であるが、通常、清掃時間なども考慮して火葬炉と同数

が設置されることが多い。 

   

 

待合室数 ≒ 同一時間帯の稼動火葬炉数（≒火葬炉基数） 

 

 

１会葬当り会葬者数：３５人 

  １人当り占有面積：１．３～１．５㎡ 

 ［待合室規模］１．３～１．５㎡×３５人×２室＝９１．０～１０５．０㎡ 
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（３）施設規模の設定 

 「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（平成１４年、日本環境斎苑協会）において、火葬炉２基、

４基、６基、８基、１０基、１２基の施設の建築物面積試算が示されているが、本計画は既存施設用地

での整備であるため、火葬炉２基の施設を現在地に合うように建築面積の試算を行う。 

 

表５－１ 建築面積 

部門・機能 区分 面積（㎡） 備考 

火葬部門 

会葬機能 

炉前ホール 48.0  

炉室 51.0  

小計 99.0  

設備・管理機能 

機械置場 51.0 ２階 

台車収納庫 6.0  

オイルポンプ室 7.0  

残灰処理室 4.0  

小計 68.0  

待合部門 

待合ロビー 60.6  

待合（和室） 31.0  

湯沸室 5.0  

男子便所 9.0  

女子便所 8.7  

多目的便所 6.1  

小計 120.4  

管理部門 
事務室 10.2  

小計 10.2  

合  計 297.6  

 

（４）駐車場面積 

 本施設の駐車場の規模を算定するにあたり、他の自治体の例を参考に関係車両の条件を次のように設

定する。 

 

①会葬者用車両 

 １会葬当り８台とし、それに同一時間帯の最大稼動炉数１を乗じて８台とする。なお、１会葬当りの

車両数の算出は次式による。 

 １会葬当りの車両数＝１会葬当り会葬者数×乗用車利用率÷１車両当り乗車人数 

          ＝３５人×０．８÷３．５人＝８ 

 

②身障者用車両 

 高齢者が多い地域性を考慮して、８台のうち１台を身障者用とする。 
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③職員用車両 

 地域性及び現状を考慮して２人乗車の自家用車通勤とし、職員数（現状２人）から１台とします。 

 

④バス 

 １会葬当りバス１台とし、それに同一時間帯の最大稼動炉数１を乗じて１台とする。 

 

表５－２ 駐車場面積 

種別 車両 台数（台） 単位面積（㎡） 駐車場面積（㎡） 

会葬者 

乗用車 ８ ２５ ２００ 

バス １ ８０ ８０ 

小   計 ２８０ 

職員 乗用車 １ ２５ ２５ 

合   計 ３０５ 

 

（５）緩衝緑地面積 

 周辺地域との調和を考慮して、施設周辺には緩衝用の緑地を整備することが望ましいものと考える。

この面積については、特に定まった基準はないため、計画敷地の範囲で整備するものとする。 

 

（６）構内道路等面積 

 車両の通行のため必要なスペースであり、火葬場背面のメンテナンス道路等を含めると駐車場とほぼ

同等の敷地面積が必要とされる。 

 

   構内道路等面積 ＝ 駐車場の面積 ＝ ３０５㎡ 

 

（７）必要敷地面積 

 本計画で必要とする敷地面積は、前記の（１）～（６）までに試算したとおりであり、緩衝緑地帯を

含まない面積で合計すると 

 

建築物面積（建築面積） ２９８㎡ 

駐車場面積 ３０５㎡ 

構内道路等面積 ３０５㎡ 

合計面積 ９０８㎡ 
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６ 計画施設の基本的な図面について 

 

（１）動線計画 

 火葬場施設における動線計画については、到着→告別→焼香→入炉→待合→出炉→収骨→退出といっ

た一連の葬送儀式がスムーズに流れ、また会葬グループ間の動線や、職員の管理動線が交差しないよう

に計画する。 

図６－１ 動線計画 
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図６－２ 平面参考図 
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図６－３ 火葬場建設予定地位置図 

 

 

所在地：北広島町壬生字笹井河内６０６番地 
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７ 火葬場建設工程について 

 火葬場建設にかかるスケジュールは次のとおりとする。 

 

図７ 火葬場にかかるスケジュール表 

 

 

８ 概算工事費の試算 

 本施設建設にかかる建築、火葬炉設備等の概算工事費について次表のとおり試算する。 

なお、プロポーザルにおける技術提案を基としている為、基本設計の検討により、建設費の変動が考え

られる。 

 

表８ 建設概算費用           （消費税別） 

工事種別 工種 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備考 

火葬施設

工事 

建築工 298 ㎡ 276,800 82,500,000 （電気・機械） 

炉体工 2 基 19,900,000 39,800,000  

小計 122,300,000  

外構工事 
外構工 1 式 14,500,000 14,500,000  

小計 14,500,000  

解体工事 解体工 1 式 2,500,000 2,500,000  

小計 2,500,000  

合計     139,300,000  
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９ 維持管理費について 

 （社）日本環境斎苑協会が行った「平成７年度 全国火葬場施設整備・維持管理状況実態調査」によ

れば、火葬場の維持管理経費は、表９－１のような結果となっている。火葬炉２基の火葬場における年

間維持管理経費は約９，８００千円となっている。本火葬場における年間維持管理費もこれらと同様と

考えられます。よって、本火葬場における年間維持管理費を表９－２のように想定します。 

 

               表９－１ 火葬場の維持管理経費 

 

 ※出典：「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（平成１４年、日本環境斎苑協会） 

 

表９－２ 本火葬場における年間維持管理費 

費 目 金額(円) 割合（％） 備 考 

人件費 4,893,500 49.9 委託料を含む 

公債費 1,863,200 19.0  

燃料費 735,500 7.5  

火葬炉維持管理費 595,000 6.1 定期点検費等 

建物維持管理費 660,800 6.7  

火葬炉関係補修費 1,058,300 10.8  

合 計 9,806,300 100  

 


